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今月のトピックス

学校給食衛生管理の基準が改定

その特徴と問題点

学校給食ニュース 発行：学校給食全国集会実行委員会
http://www1.jca.apc.org/kyusyoku
E-mail maki@jca.apc.org

平成15年（2003年）３月31日、文部科学省スポーツ

・青少年局長名で「学校給食衛生管理の基準」の一

部改定についてとの通知通達が出されました。

この衛生管理基準は、平成９年（1998年）４月に制

定されたものです。

1996年の堺市での病原性大腸菌Ｏ－１５７による大規

模食中毒事故をきっかけに、97年４月に、旧文部省体

育局長名で「腸管出血性大腸菌Ｏ１５７発生状況を踏ま

えた食中毒発生の防止等について」「学校給食におけ

る衛生管理の改善充実及び食中毒発生の防止につい

て」が出され、その後、衛生管理基準としてまとめら

れました。

今回の改定は、旧総務庁が平成12年（2000年）に

示した「食品の安全・衛生に関する行政監査結果報告

書」の指摘に沿って、厚生労働省の「大量調理施設

衛生管理マニュアル」との整合性を図り、学校給食の

衛生管理を充実させる目的で行われたとされています。

実際に、厚生労働省の「大量調理施設衛生管理マ

ニュアル」と内容が類似する部分は非常に多いのです

が、この「学校給食衛生管理の基準」の方が、細部

まで規定しており、そのために個々の調理場の実情に

そぐわないことになっているようです。

今回の記事では、基準改定の特徴と問題点を指摘し

ます。

今後、各自治体や学校給食調理場で、基準が改定さ

れたことによる変化が見られるかも知れません。

栄養職員や調理員の皆様には、どうぞあらためて基

準をお読みいただき、問題点や疑問点を提起していただ

きたいと思います。

【改定点】

新基準に添付されている文部科学省による「主な改

定点」を引用します。

（１）学校給食実施者の責任の明確化等

・学校給食施設のドライシステム化の推進など衛生管

理に配慮した施設設備を整備すること。

・ウエットシステムの調理施設においては、ドライ運用

を図ること。

・献立作成委員会及び物資選定委員会を設置し、適

切な運用を図ること。

・食品を納入する際は、必ず、検収を行い、購入業

者名、品質、数量等について記録し保存すること。

（２）学校給食用機械・器具の十分な洗浄及び消毒

の徹底

・フードカッターやミキサー等は、使用後分解して洗

浄消毒等を行うこと。

（３）学校給食従事者等の健康管理の徹底

・学校給食従事者等は、日常点検票に基づいて、適

切に健康管理を行い、個人別に記録し保存すること。
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（４）食品の適切な温度管理

・食品は常温で保存しないこと。また、食品を加熱・

冷却する場合は、適切に温度管理を行い、その際の

温度と時間を記録すること。

（５）二次汚染の防止

・汚染作業区域・非汚染作業区域を明確に区分する

ため、施設設備の配置や調理の作業工程や作業動

線等を工夫し、汚染・非汚染が交差しないようにす

ること。

（６）検食・保存食の徹底

・学校給食は、毎日必ず検食し、その記録を保存する

こと。

学校への直送品を含め使用する食品は、必ず、保

存食を確保し、その記録を保存すること。

■注：大量調理施設衛生管理マニュアル…

1997年３月に、食品衛生法に基づきつくられました。

マニュアルの趣旨には、「本マニュアルは、集団給食

施設等における食中毒を予防するために、ＨＡＣＣＰの

概念に基づき、調理過程における重要管理事項として、

(1) 原材料受入れ及び下処理段階における管理を徹底

すること。

(2) 加熱調理食品については、中心部まで十分加熱し、

食中毒菌を死滅させること。

(3) 加熱調理後の食品及び非加熱調理食品の２次汚染

防止を徹底すること。

(4) 食中毒菌が付着した場合に菌の増殖を防ぐため、

原材料及び調理後の食品の温度管理を徹底すること。

等を示したものである。

集団給食施設等においては、衛生管理体制を確立し、

これらの重要管理事項について、点検・記録を行うと

ともに、必要な改善措置を講じる必要がある。また、

これを遵守するため、更なる衛生知識の普及啓発に努

める必要がある。

同一メニューを１回300食以上又は１日750食以上を提

供する調理施設に適用する」

とあり、学校給食調理場も想定されています。

【問題点】

基準全体と新旧対照表を元に、数人の学校給食栄

養職員の意見も聞きながら、問題点をまとめました。

１）多くの自校式や老朽化したセンターなどで

は施設設備の改修、本当にできますか？

旧基準の汚染作業区域、非汚染作業区域の区分は、

同じ調理場で床の色分けや衝立などによって分けると

いう内容でした。この基準は、現実の衛生管理にどれ

だけ役立つのか、疑問も多く、旧基準が行政的なとり

つくろいでしかないことを明らかにするような内容でし

た。

これに対し、新基準では、検収室の設置や汚染作業

区域、非汚染作業区域の区分の基準により部屋単位で

区分することが求められ、多くの自校式調理場や老朽

化したセンターでは改修や増築が必要になっています。

さらに、いくつかの例として…

・加熱調理用食品用、非加熱調理用食品用、器具の

洗浄等用に別々の三槽式構造を持つシンク、すなわ

ち、１調理場に９槽のシンク設置を求めています。

・加熱調理後冷却した食品を常温保存しないよう冷蔵

庫等の設置を求めており、冷蔵・冷凍設備について

は、食数に応じて十分な広さがあるものを用途別に

用意し、共用を避けるよう求めています。

他にもウエットシステムの調理場でもドライ運用するよ

うになど、施設設備については様々な求めがあります。

これらの施設設備の改善は、もちろん達成されるので

あれば、それにこしたことはありません。しかし、旧基

準でもいくつかの項目で施設設備の改善を求めていま

したが、保存食用冷蔵庫の設置など一部を除いて根本

的な解決はされないままにきています。新基準は、旧

基準以上に、施設設備が十分になっていることを前提

になっており、この施設設備の改善なしに、基準を達

成することはできません。

「現在の直営調理員の配置基準などを考えると、自校

式の調理場で部屋を分けて作業を行うというのは、著

しく作業性が悪くなると思います。また、児童生徒が減

少し、調理場に余裕があるところなら改修することがで
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きると思いますが、この内容では今よりも必要面積が

広くなります。改修では済まない場合が多いのではな

いでしょうか。大規模なセンターでたくさんの職員によ

り運営するとか、民間委託で、たくさんのパートを使っ

て行うというようなことを前提にしているのではないかと

疑いたくなります」と、ある栄養職員は語っていました。

２）厳しい記録マニュアルに、現場は対応できま

すか？

新基準で目立ったのが、「記録」です。新しく追加さ

れたものだけを列記します。

・学校給食従事者の健康状態を毎日個人別に記録。

・調理時加熱調理の中心温度、時間の確認と記録。

・調理後やむを得ず水で冷却する場合、遊離残留塩

素の確認と時間の記録、保存。

・調理室への関係者以外の立ち入りには、日常点検票

に基づく点検、記録。

・調理室内の温度湿度の確認と記録。

・加熱後冷却する食品は、加熱終了時、冷却開始時、

終了時の温度と時間を記録。

・共同調理所では、調理場搬出時、受配校搬入時の

温度と時間を記録。

・委託食品は、委託者が随時点検し記録。

などがあり、衛生管理責任者は、「特に調理過程に

おける下処理、調理、配送などの作業工程を分析し（中

略）確認し、その結果を記録すること」となっています。

これらの確認と記録は、衛生管理責任者である学校栄

養職員（配置のない調理場では、調理師資格をもつ

学校給食調理員等）の仕事となります。

調理員が直営校の場合、栄養士が調理場に立ち入

り、これらを行うこととなりますが、民間委託校の場合、

どうなるのでしょうか。委託先の衛生管理責任者が行う

のでしょうか。

実際に、これらの確認と記録を行っていて、栄養職

員はこれまでも果たしてきた日常の業務、とりわけ、食

教育などの時間を持てるのでしょうか。

「まだ、新しい記録票などの指示が来ていないため、

今のところは何とも言えませんが、これをすべてやるこ

とになったら、かなり業務が制約されます」と、自校式

の栄養職員のコメントです。

さらに、配食を行う児童生徒や教職員に対しても、

健康状態の確認をするなど、衛生管理の名のもとに徹

底した管理を行う姿勢が見えています。

旧基準では「確認」までとなっていたものが「記録」

に変わったことは、ＨＡＣＣＰ的な手法を用いて衛生管

理を高める目的、万が一食中毒事故が起こった場合の

原因をつきとめる目的があると考えられますが、合わ

せて、食中毒事故の際の製造物責任法（ＰＬ）対応の

ようなねらいも感じられます。

３）献立が不自由になりませんか？

新基準では、献立作成について、

・作業工程及び作業動線等を考慮し、衛生管理に十

分配慮した献立を作成すること

・高温多湿の時期は、なまもの、和えもの等の献立計

画については十分に配慮すること

・施設・設備、人員等の能力に余裕を持った献立作

成を行うこと

・関係保健所等から情報を受け、地域における伝染病、

食中毒の発生状況に配慮した献立を作成すること

となっています。新基準全体を通して流れる調理場

の規模や実態を無視した過剰なまでの管理思想を前提

にしてこの基準を考えれば、献立の幅が衛生管理によ

り大幅に制約されることにつながります。

食材の選定で地場産品を扱う動きが総合学習や食教

育、地域教育とともに広がりを見せていますが、衛生

管理の面で、地場産品の食材が扱いにくくなるというこ

とも考えられます。もちろん、施設設備の拡充や調理

員の配置基準の緩和などが行われれば、新基準に沿

って献立を立てることは可能ですが、今のままでは教

育としての給食の献立の可能性が限られかねません。

４）その他～総論にかえて

新基準は、大規模な共同調理場や1000食を超えるよ
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うな調理場を対象とした内容となっていると考えられま

す。厚生労働省の大規模調理場衛生管理マニュアル

の対象とならない300食以下の自校式の調理場を新基

準にあてはめることは、施設設備面、調理員の配置基

準面で無理があります。

新基準は、大規模調理場で、ドライシステムにし、

現状では人員に制約がある調理の直営から民間委託や

パート化を進めるという旧来の考え方をさらに押し進め

るために出てきたようなきらいがあります。

もちろん、衛生管理は学校給食を作る上でなにより

大切な前提です。

しかし、古い施設設備で、限られた調理員ながら、

一度も食中毒を起こすことなく、地場産品を導入し、教

育としての給食を達成するための献立を出し続けてい

る調理場も数多くあります。

一方で、どんなに高度化され、管理された調理場で

も、わずかな不注意や想定外のことで食中毒などの事

故は起こりえます。

そもそも、衛生管理強化のきっかけとなった、堺市

の病原性大腸菌Ｏ－１５７による大規模食中毒事故は、

原因食不明ながらも、統一献立、共同購入だったこと

が自校方式でありながらも大規模化した理由です。新

基準でも、統一献立が「あまりに大規模」の場合、「適

正な規模」の献立を検討すること。共同購入でも「あ

まりに大規模」の場合、地域ブロックや学校種別に分

けるなど「適正な規模」での実施を検討すること。と、

表現は不十分ながら、問題点を指摘しています。

本来、衛生管理の基本は、小規模化、喫食までの

時間の短縮、すなわち自校方式で、献立や食材購入

もそれぞれの調理場で行い、栄養職員と調理員が一

体となって学校給食を担うということではなかったでしょ

うか。

センター方式や統一献立、共同購入という形で大規

模化し、分業化、単純労働化（マニュアル化）の方向

でパート化や民間委託を押し進めてきたために、この

ような管理思想の衛生基準が出てくるのだと思います。

市町村の責任で、施設設備を改善し、基準通りやっ

ておけば、食中毒は出ないというのが、旧基準を含め

た基準の考え方です。

しかし、話を聞いた栄養職員は、「自主検査をして

みたら、調理場の配置によっては、たとえば、60cmの

高さに調理済みの食品を置いていても、一般生菌が繁

殖したことがあります。自分たちの調理場の実情を把握

し、自主検査をするなどで、自分たちの調理場にあっ

た衛生管理を作らなければ、本当の衛生管理にはなら

ないと思います」と、学校給食調理場の多様性を無視

した基準のあり方に疑問を投げかけました。

さらに、「新基準によって、栄養職員が衛生管理に忙

殺され、保護者や地域、生産者とともに学校給食をつ

くることや、安全な食材を求め、日本の風土や文化に

目指した食事内容を考え、教育として子どもたちに伝え

ることに力が注げなくなります」と懸念しています。

はたして、新基準通りに運営し、一方で、栄養職員

の栄養教諭構想がある現状で、各校に２人ずつ栄養職

員を配置しようというのでしょうか。また、新基準では、

栄養職員が配置されていない場合の調理師資格を持っ

た学校給食調理員が衛生管理責任者になるという点を

除いては、具体的な決まりごとばかりで、学校給食調

理員についての責任や職務を示すものは出されません

でした。

衛生管理を実際に担うのは、個々の調理員であり、

その質は衛生管理を大きく左右します。形にこだわり、

研修の制度は持ちながらも、人には目を向けていない、

そういう基準の方向性が強化されているとも見えます。

学校栄養職員と調理員の皆さん、新基準をもう読まれ

ましたか？

どのような感想をお持ちですか？

実際にどのような衛生管理をされていますか？

どういう衛生管理が望ましいですか？

施設・設備の改修、改善は進んでいますか？

ぜひ、実例をお寄せください。
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最近のできごと

2002年４月～５月の新聞などから

【食材・地場産】

●栃木県小山市、月１回、地場産の日

●北海道岩見沢市、地場産大豆で納豆を

●群馬県の県産小麦パン導入経緯

●富山県、米粉パン導入に向けて

●愛媛県松山市、県産裸麦粉パン導入

●熊本県宮原町の地場産給食

●島根県柿木村の地場産給食

●新潟県上越市の「飢餓体験」と地場産給食

●静岡県大須賀町の特別給食と地場産給食

【給食運営】
●千葉市、センターをＰＦＩで建設、運営へ

【食教育その他】
●愛知県西尾市寺津小学校の総合学習

●食材納入業者、納入後のごみ回収実態

●山形県鶴岡市のエコピッグその後
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事例研究

千葉県立国分高校生徒が考えた学校給食

The Food Project

千葉県立国分高校生徒の取り組み

教育としての学校給食を考える上で、小中学校の学

校給食はもちろん、保育園や幼稚園などでの給食や家

庭での食については論じられることが多いのですが、

中学校を卒業してからあるいは、中学校の給食がない

ところでは、小学校を卒業してからの昼食や食について

の「学ぶ場」のことはあまり論じる機会がありません。

しかし、中学・高校の時期も引き続き大切な成長期で

あり、また、判断力、行動力が高まり、自主的に食を

選択する機会が多くなる時期です。

この問題について、高校生が自分たちの問題として

とらえ、取り組んでいる例があります。

千葉県立国分高校では、生徒が家庭科の食につい

ての授業から「食」研究チーム“The Food Project”を

つくり、食についての様々なテーマを研究しています。

2001年度からの取り組みで、これまでに、学校給食、

遺伝子組み換え、チョコレート、牛乳、米、ＢＳＥなど

を取り上げています。

学校給食についても、2001年の文化祭でレポートと

展示が行われました。

学校給食のレポートは当時高校２年生のＡさんがまと

めたものです。Ａさんは、翌年牛乳についてもまとめて

います。この学校給食レポートを紹介しましょう。

レポートには、調査の目的として、－－私の食生活

が、小・中学校の時の昼ご飯「給食」の時に比べて、

高校に入ってからの昼ご飯がガラッと変わってしまい、

アッという間にコンビニのおにぎりと毎日一緒に生活す

ることになっていたのです。さすがにこれが毎日続くの

は栄養バランスも悪いし危険だなと思いました。しかし、

私と同じように変わってしまった人、絶対たくさんいる

はずです！ そこで「食」を見直したいと思ったのです。

「給食」がどれだけおにぎりよりも栄養バランスが良い

か、私たちの昼ご飯を理想の昼ご飯「給食」に近づけ

るにはどうしたら良いのか、一緒に考えていきましょう。

－－とあります。

調査は、文部科学省に出向いてのインタビュー、中

学校の栄養士へのインタビュー、給食最終学年である

中学３年生と給食が終わったばかりの高校１年生とにア

ンケートをし、給食と日常の食生活の比較・分析や中

学教職員へのアンケート、家庭科教員へのインタビュ

ーなどでまとめられています。学校給食の安全性や栄

養バランス、歴史、世界の動向、食育のあり方などに

まで及んでいます。

文化祭での展示風景
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栄養士へのインタビューでは、食材の安全性、検品、

衛生管理、事故発生時用の食材保存などの、給食の

しくみを取り上げています。

栄養面では、給食・簡単につくった昼ごはん・給食

の栄養に近づけた昼ごはん・ファーストフードのごはん

を栄養価計算ソフトで栄養の比較をし、給食の栄養の

高さを強調しています。同時に、学校給食はカロリー

をやや高く、カルシウムやビタミンなどで１日の摂取量

の半分近くをとれるよう設定されていることなども紹介

しています。

また、中学校でのアンケートで、ご飯と牛乳が合わ

ないという意見が多かったことに触れたうえで、牛乳の

栄養面や補助事業のことなどを説明しています。

食育については、文部科学省の担当官が給食時間

だけではなく、手紙で食関連のことを家庭に伝え、家

庭での食事の指導をしたり、全国の30％の小中学校で

栄養職員が教壇に立っていることを説明していますが、

それについて、「このことはもっと必要なことだと思いま

す。だって献立を作っている人や調理している人が直

接伝えることが一番伝わるのですから」と、指摘してい

ます。

レポートではまとめとして、

－－一番訴えたかったことは栄養バランス・安全性

・「食」教育の３つです。“給食なんて、もう食えねー

からカンケーねぇよ”ではなく、栄養バランスが摂れて

いる給食を目標に私たちは、乱れている「食」を少し

でも改善するべきだと考えてくれればと思います。栄

養士さんが安全に気をつけるように、私たちも安全な

食品選びをしましょう！ それらの底辺には「食」教育

があるのです。今やもう生涯学習です。ほんのちょっと

ずつの積み重ねを大切にすれば必ず次につながるは

ずです。

その３つが伝わってくれればこの研究の目標は達成

です！そしてこれからも「食」を自分のそばに置いて見

つめていただければ嬉しいです－－

としています。

このレポートは、食のあり方について高校生が自分

の問題としてとらえ、給食との比較を通して食に関する

行動を考えようと提案するもので、貴重な声であると思

います。

小中学校の学校給食のみならず、幼児教育から高等

教育までの教育を通じ、「食」についてどのような関わ

りをするのか、広い視野に立って関係者が考える必要

があります。 （学校給食ニュース編集）

「学校給食ニュース」2003．６．20

発行：学校給食全国集会実行委員会
編集：学校給食ニュース編集事務局
会費：年額3,500円（４月から３月、送料込み）
〒106-0032 東京都港区六本木6-8-15
第２五月ビル２階 大地を守る会気付
全国学校給食を考える会

お問い合せは…全国学校給食を考える会
電話：03-3402-8902 ＦＡＸ：03-3402-5590

学校給食全国集会実行委員会構成団体

●全日本自治団体労働組合・現業局
東京都千代田区六番町１（電話03-3263-0276）
●日本教職員組合・生活局
東京都千代田区一ツ橋2-6-2（電話03-3265-2175）
●日本消費者連盟
東京都目黒区目黒本町1-10-16（電話03-3711-7766）
●全国学校給食を考える会
左記住所、電話番号

お知らせ
夏期学校給食学習会（主催：全国学校給食を考える会・東京都学校給食栄養士協議会・日本教職員組合）が

８月４日(月)・５日(火)・６日(水) 横浜市で開催されます。詳細は、主催者団体または、学校給食ニュースホ

ームページをご覧ください。食の安全性、衛生管理、民間委託、アレルギー対応、食教育、地産地消などがテ

ーマです。ふるってのご参加をお待ちしております。
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情報シート
地域で取り組まれている課題や実践例をぜひ発信してください。

（例：課題～民間委託、センター化、プラスチック食器、アレルギー・アトピー、
遺伝子組み換えや環境ホルモン、食中毒・異物混入・衛生管理など

実践～給食の教材化、給食だより、献立の工夫や食材の工夫、地場の素材の使用、
衛生管理や労働環境の工夫、学校内での子ども、保護者、他の職員に向けた情報発信の工夫、
地域との交流、民間委託やセンター化での議会対応など）

ここに記入していただくか、文書などは実物を送ってください。

送り先 〒106-0032 東京都港区六本木6-8-15 第２五月ビル２階 全国学校給食を考える会

ＴＥＬ03-3402-8902 ＦＡＸ03-3402-5590 E-mail maki@jca.apc.org

記入者名 団体名

ご連絡先（電話・FAX・e-mail）

ご住所（または、都道府県・市町村名）

私は、 栄養士 調理員 保護者 その他（ ）です。

ニュースに掲載する場合、名前は 掲載可 掲載不可（匿名） です。
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